
平 成 1 5 年 4 月 7 日          

経 済 産 業 省          

環 境 省          

パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済                           

パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する                           

判断の基準となるべき事項を定める省令の一部改正について

 1．改正の背景

「資源の有効な利用の促進に関する法律」においては、製造等事業者が自主回

収及び再資源化の取組を促進すべき製品を「指定再資源化製品」として政令指定

し、製造等事業者が取り組むべき事項を判断基準として省令で定めることとして

いる。現在、対象製品（指定再資源化製品）に指定されているパソコンについて

は、平成 13 年４月から事業系パソコンについて判断基準省令に基づき製造等事業

者による自主回収及び再資源化が進められている。

一方、家庭系パソコンについては、従来から産業廃棄物として排出時排出者負

担の原則が一般的に定着していた事業系パソコンと異なること等から、平成 13 年

７月以降、経済産業省と環境省合同で、回収の実効性を高める方策等そのリサイ

クルのあり方について検討を行い、昨年５月に報告書が取りまとめられた。

現在、このような検討を踏まえ、関係者による自主回収及び再資源化の実施に

向けた準備が進められているところであるが、その状況等を勘案し、本年４月７

日付けで「パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナル

コンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定め

る省令」の一部を改正し、平成 15 年 10 月１日から家庭系使用済パソコンについ

て製造等事業者による自主回収及び再資源化を始めることとした。

 2．改正の概要

家庭系使用済パソコンについて、製造等事業者による自主回収及び再資源化を

促進するため、以下の改正を行う。

(1) 製造等事業者によるパソコンの自主回収及び再資源化の対象として、これ

までの事業系使用済パソコンに家庭系使用済パソコンを追加することを規

定。（第一条第一項）



(2) 製造等事業者が家庭系使用済パソコン（制度開始前に販売されたものを除

く。）を指定回収場所で回収する場合にあっては、無償で回収することを規

定。（第一条第二項）

 3．施行期日等

　公布日　平成 15 年 4 月 7 日（月）

　施行日　平成 15 年 10 月 1日（水）

問い合わせ先

　経済産業省商務情報政策局情報通信機器課

　　０３－３５０１－６９４４　　岡

　経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課

　　０３－３５０１－４９７８　　石ヶ休・鈴木（鉄）

　環境省廃棄物・リサイクル対策部リサイクル推進室

　　０３－５５０１－３１５３　　山本
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メーカー等が検討している家庭系使用済パソコンの
自主回収及び再資源化の仕組み（案）

消
　
　
　
費
　
　
　
者

メーカー
A社

メーカー
B社

戸口回収
（ゆうパック）

A社製品

Ｂ社製品

回収依頼

回収依頼

伝票送付

伝票送付

持込

注）メーカー等は廃棄物処理法に基づく環境大臣による広域指定の取得を行う予定

再資源化
施設（Ａ）

再資源化
施設（Ｂ）

郵　便　局
（簡易郵便局を除く）

（指定回収場所）
約２万カ所

（参考）


